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次のとおり、オープンカウンター方式による見積合わせに付しますので、見積書の提出を

募集します。 

なお、本見積合わせに係る契約締結は、当該契約に係る令和８年度本予算が成立し、予

算示達がなされることを条件とするものである。 

また、本案件に係る契約事務手続きは、令和８年４月１日以降は、分任支出負担行為担

当官東京空港事務所長により行うものとする。 

  

１．契約件名 令和８年度 ガソリン（レギュラーJIS2号）及び軽油の購入 

２．履行期限 令和８年４月１日から令和９年３月３１日まで 

３．履行場所 受注者の給油施設及び百里空港事務所 

４．調達内容 官用車の給油 

５．見積合わせに参加するために必要な資格  

(1) 予算決算及び会計令（以下「予決令」という。）第７０条の規定に該当しない者であるこ

と。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を

得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。 

(2) 予決令第７１条の規定に該当しない者であること。 

(3) 見積書の提出期限から見積合わせ実施日までの間に、東京航空局長から航空局所掌

の工事請負契約に係る指名停止等の措置要領（昭和５９年６月２８日付け空経第３８６

号）に基づく指名停止を受けていない者であること。 

なお、国土交通省競争参加資格（全省庁統一資格）に有していない者にあっては、見積

書の提出期限から見積合わせ実施日時までの間に、東京航空局長が指名停止期間とし

て措置を講じる原因となった不正又は不誠実等の事案に関与した者で無いこと（関与し

た入札案件の入札事業者が指名停止期間中でないこと。）。 

(4) 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律（昭和 

６０年法律第８８号）の規定又はこれらの規定に基づく命令に違反した日若しくは処分（指

導を含む）を受けた日から５年を経過しない者でないこと（これらの規定に違反して是正

指導を受けた者のうち、見積書提出事までに是正を完了している者を除く。）。 

(5) 労働保険、厚生年金保険、全国健康保険協会管掌健康保険又は船員保険の未適用

及びこれらに係る保険料の未納がないこと（見積書提出時において、直近２年間の保険

料の未納がないこと。）。 

(6) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づ

き再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。 



 

(7) 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者として、国

土交通省公共事業等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。 

 

６．資格適合・無効 

見積書（別記様式２）の提出をもって５．（１）～（７）の資格に適合していることを誓約し

たものとみなす。見積合わせ実施日時において、５．に掲げる資格に適合していない者が

提出した見積書は無効とする。なお、見積書の提出期限までに５．に掲げる資格に適合

していない者であっても見積書を提出することは出来るが、見積合わせ実施日時までに

適合していることを確認できない場合は、提出した見積書は無効とする。 

 

７．見積書の提出期限等 

東京航空局 百里空港事務所 管理課 （茨城県小美玉市与沢１６０１－２１） 

令和８年３月５日（木） １７時 

 持参、郵便及び許可された民間事業者による信書の送達による見積を認める。但し

提出期限日時に必着であること。提出期限日時に提出されない見積書は再配達を要

した等のいかなる理由であっても無効とする。 

８．見積合わせ実施場所、日時 

東京航空局 百里空港事務所 会議室 令和８年３月６日（金） １０時３０分 

９．見積内訳書の要否   有 ・ 無 

１０．見積合わせの結果 

契約の相手方に決定した者のみに通知する。 

１１．請書作成の要否   有 ・ 無  

１２．その他 

・見積書合わせ実施日時に５.(１)～(７)に適合しない者の見積書は無効とする。  

・見積書を郵送で提出する場合、封筒に「件名」及び「見積書在中」と記載すること。 

・本件参加にあたっては、「航空局オープンカウンター方式実施要領」及び別途配布する仕

様書等を必ず入手し、熟読すること。 

１３．仕様書･見積書(別記様式２)の入手先､契約条件及び内容に関する問い合わせ先  

東京航空局 百里空港事務所 管理課 

TEL:0299-54-0600 FAX:0299-54-0690 

tel:0299-54-0600

